
議案第３号

（単位：千円）

                年 度   

 区分(項・目） 補正前予算額 補　正　額 補正後予算額

【10款　教育費】 3,696,316 598,015 4,294,331

 1 教育総務費 897,739 △ 72,800 824,939

    1 教育委員会費 2,675 2,675

    2 事務局費 895,064 △ 72,800 822,264

 2 小学校費 819,208 551,277 1,370,485

    1 学校管理費 655,966 655,966

    2 教育振興費 163,242 △ 5,900 157,342

    3 学校建設費 0 557,177 557,177

 3 中学校費 450,792 141,538 592,330

    1 学校管理費 283,490 283,490

    2 教育振興費 159,902 △ 9,100 150,802

    3 学校建設費 7,400 150,638 158,038

 4 社会教育費 716,011 716,011

    1 社会教育総務費 119,526 119,526

    3 図書館費 153,651 153,651

    4 教育文化施設費 51,489 51,489

    7 美術館費 77,100 77,100

   10 文化財保護費 314,245 314,245

 5 保健体育費 812,566 △ 22,000 790,566

    1 保健体育総務費 158,571 △ 22,000 136,571

    2 体育振興費 1,424 1,424

    4 給食施設費 652,571 652,571

合　　　　計 3,696,316 598,015 4,294,331

　　　令和６年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）について（教
　　　育委員会の所管に属する部分）

　　令和７年２月１９日
米子市教育委員会

令和６年度予算額

　令和６年度米子市一般会計補正予算（補正第１１回）に係る議案（教育委員
会の所管に属する部分）について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、米子市教育委員会の
意見を取りまとめる。

備 　考



事業の概要（令和６年度一般会計補正予算（補正第１１回））

担当課 こども政策課

（単位：千円）

担当課 こども施設課

（単位：千円）

区分 事 業 名
補正予算額

（補正後）
説 明

継続 義務教育学校整備事業

（１項－２目）

△72,800

(122,757)

今年度着手予定だった建築実施設計業務

について、事業計画の見直しに伴い、令和８

年度の着手となることによる減額

区分 事 業 名
補正予算額

（補正後）
説 明

継続 小学校長寿命化改修事業

（２項－３目）

163,523

(163,523)

児童等の安全安心な教育環境の整備のた

め、加茂小学校北側校舎の改修工事を行う。

加茂小校舎改修工事 163,523

〃 学校校庭芝生化事業

（２項－３目）

28,718

(28,718)

子どもたちが健やかに育つための環境整

備のため、小学校２校の校庭芝生化を行う。

小学校校庭芝生化業務（２校） 28,718

〃 小学校トイレ整備事業

（２項－３目）

196,565

(196,565)

学校生活の環境向上のため、小学校２校の

トイレ洋式化、床乾式化及びバリアフリート

イレ設置を行う。

明道小トイレ洋式化等工事 120,000

箕蚊屋小トイレ洋式化等工事 70,000

〃 小学校施設照明ＬＥＤ化事業

（２項－３目）

168,371

(168,371)

小学校１０校の校舎及び屋内運動場の照

明をＬＥＤ照明へ更新する。（２年間で実施

する事業の１年目）

小学校照明ＬＥＤ化業務 168,371

〃 中学校トイレ整備事業

（３項－３目）

68,965

(68,965)

学校生活の環境向上のため、尚徳中学校の

トイレ洋式化、床乾式工事を行う。

尚徳中トイレ洋式化等工事 66,000

〃 中学校施設照明ＬＥＤ化事業

（３項－３目）

81,673

(81,673)

中学校４校の校舎及び屋内運動場の照明

をＬＥＤ照明へ更新する。（２年間で実施す

る事業の１年目）

中学校照明ＬＥＤ化業務 81,673



担当課 こども支援課

（単位：千円）

区分 事 業 名
予算額

（補正後）
説 明

継続 準要保護児童生徒就学援

助事業

（２項－２目）

（３項－２目）

（５項－１目）

△37,000

（176,068）

令和５年１０月の生活保護基準改定に合わせ、就

学援助認定基準の見直しを行い、認定者数が減った

ことにより不用額が生じるため、減額補正し対応す

るもの。

就学援助事業（小学校） △5,900千円

就学援助事業（中学校） △9,100千円

給食扶助費 △22,000千円



議案第４号

令和７年度人権教育の施策について

学校教育課

人権政策課

１ 基本方針

すべての人の存在意義を認め、自分のいのちと他人のいのちを最大限

に尊重し合う心を育てるため、生命尊重の視点に立った人権教育を推進

します。

一人一人が自分に自信や誇りをもち、将来に夢や希望をもって進んで

いけるよう、自尊感情を育む人権教育を推進します。

民族や言語、性、障がいなどの多様性を認め合い、豊かな人間関係を

築いていく力を育てる人権教育を推進します。

市民一人一人の人権意識を高めるため、様々な関係機関、団体が互い

に連携するネットワークづくりを進め、地域における人権文化の醸成を

推進します。

人権及び人権問題に関する深い認識と実践力を身につけた推進者の育

成を図るため、教職員をはじめとする指導者の研修の充実と、地域社会

における推進者の学習機会の充実に努めます。また、人権問題に積極的

に関わっていこうとするボランティア活動を支援します。

２ 令和７年度の事業概要

【学校教育課人権教育担当（主として学校における人権教育）】

（１）人権教育研究指定事業

ア 弓ヶ浜中学校区人権教育研究発表会

（２）学校教育における人権教育の研究及び活動の推進

ア 教職員研修の充実

・校種別「道徳科における人権学習授業づくり研修会」の実施



・小中学校人権教育研修講座（人権課題８視点を隔年開催）

・米子市同推協学校教育部会全体研修会

・米子市同推協学校教育部会交流学習会

（３）児童生徒への教育的支援の充実

ア 日本語指導が必要な児童生徒等への支援

・日本語指導のできる教員の育成・配置

・日本語指導のできる外国語支援員の配置

・外国語支援員を対象とした研修会の実施

（４）米子市人権教育推進プランの進行管理

（５）米子市人権教育基本方針・人権教育推進プラン第３次改訂

の実施

【人権政策課人権啓発担当（主として社会教育・啓発）】

（１）人権啓発の推進

ア 広報よなご・啓発誌「心ゆたかに」発行

イ よなごの人権フォーラム・市民向け人権学習講座

ウ 部落解放月間・人権週間等における啓発活動

（２）社会教育における人権教育の推進

ア 人権教育地域懇談会（小地域懇談会）

イ 人権教育地区推進員研修講座

ウ 地区推進協議会との連携

エ ＰＴＡ人権教育研修講座

オ 同和地区社会教育振興事業

（３）企業啓発の推進

ア 企業内研修の支援・米子市人権問題企業連絡会への協力

（４）人権情報センターによる市民啓発

ア 学習相談・フィールドワーク・ゲストティーチャー派遣による

学習支援



イ 情報紙「ひゅーまんらいつ」の発行

ウ 図書館等を利用した人権啓発（企画展・パネル展）

エ 啓発パネル・図書・ＤＶＤの貸出し

（５）社会を明るくする運動の推進

ア 米子市再犯防止推進計画に基づく保護司・更生保護女性会等と

の連携

（６）研究集会の開催

ア 第５１回米子市人権・同和教育研究集会の開催

（７）拉致問題に関する啓発

ア 県と連携し、国民のつどい・パネル展・ライトアップ・ＤＶＤ

放映等を実施

（８）米子市人権施策推進プランの進行管理



議案第５号

令和７年度教育振興の施策について

こども政策課

１ 基本方針

教育振興基本計画に基づく施策を着実に前進させるとともに、「教育

委員会事務局」及び「こども総本部」を統括し、教育部門と福祉部門

の一体的運用を推進するための総合調整を行うほか、教育委員会にお

ける重要課題の解決に向けた取組を推進します。

また、地域の教育力の向上を図り、地域全体で子どもたちの健全な

育成を推進する環境を作るため、学校・家庭・地域が連携した社会教

育施策を推進します。

２ 令和７年度主要事業

（１）義務教育学校の設置事業の推進

美保中学校区の４小中学校の統廃合・義務教育学校の設置事業

を推進します。

令和７年度の取組内容としては、義務教育学校設置候補地の用

地を取得した後、造成工事に着手し、ハード事業を進めるととも

に、開校準備委員会を開催し、ソフト面の検討を進めます。

（２）学校徴収金の公会計化の推進

給食費、補助教材費などの学校徴収金の公会計化に向けた準備

を推進します。

令和７年度の取組内容としては、学校徴収金のうち公会計化を

実施する対象範囲を決定し、教育委員会内の体制を整備するとと

もに、学校徴収金を適正に管理する業務システム導入の検討を進

めます。

（３）令和７年度全国高等学校総合体育大会の開催準備の推進及び円



滑な大会の運営

令和７年度に中国５県を中心に開催される全国高等学校総合体

育大会（インターハイ）において、米子市で開催される２競技

（弓道競技、ウエイトリフティング競技）について、大会開催の

準備を進め、及び円滑な大会の運営を行います。

（４）社会教育施策の推進

ア 地域学校協働活動としての「放課後こども教室」の実施

地域全体でこどもたちを育てる環境をつくるため、放課後や

週末に公民館等を活用して、地域の人がこどもたちに対し勉強

やスポーツ・文化芸術活動等の機会を提供します。あわせて、

放課後等における「こどもの居場所づくり」の拡充を図ります。

イ 家庭教育支援事業の実施

子育て経験者等で構成した「家庭教育支援チーム」を設置し、

主に乳幼児期の子育てに関する情報の収集・提供、学習講座

「タムタムスクール」を開催します。

また、小中学校ＰＴＡと連携し、就学説明会等の機会を活用

した「ＰＴＡ子育て講座」を開催します。

加えて、主に就学前の児童の保護者を対象に、「早寝・早起

き」、「親子での会話」などの家庭におけるこどもの生活習慣の

習得、自立心の育成、心身の調和のとれた発達を図る取組が浸

透していくよう、啓発活動に取り組みます。

ウ こども会活動の支援

地域におけるこども会活動の継続・活性化を支援し、自主

的・主体的に行動できるこどもの育成に努めます。



議案第６号

令和７年度教育振興の施策について

こども施設課

１ 基本方針

各学校施設について、児童生徒が安全で安心な学校生活を送ることが

できるよう、施設の現状を的確に把握するとともに、教育内容や教育方

法、社会状況や自然環境の変化も踏まえ、適切に施設設備の整備を行う

ことなどにより、良好な教育環境の確保に努めます。

２ 令和７年度主要事業

（１）安全で安心な学校施設の改善等

教育環境の改善を図るため、加茂小学校の教室棟等の長寿命化改

修工事を実施するとともに、明道小学校、加茂小学校、箕蚊屋小学校

及び尚徳中学校の４校で、トイレの洋式化・乾式化改修を実施します。

また、より良好な環境でより質の高い水泳の授業を行うため、外部

の室内温水プールを利用して、教員とインストラクターがティー

ム・ティーチングを行うモデル事業を数校で実施する予定としてい

ます。

さらに、子どもたちの健やかな成長に資するため校庭の芝生化を

推進するなど、引き続き安全・安心で快適な教育環境の整備を推進し

ます。

（２）環境に配慮した学校教育環境整備の推進

消費電力の削減による環境負荷の低減、電気代の削減を図るため、

令和７年度と８年度の二ヶ年で、学校施設の照明器具の LED 化を推



進することとし、令和７年度は 14 校で照明改修工事を実施します。

また、トイレ改修工事においては、節水型の機器を使用するなど、

環境に配慮した学校教育環境の整備を推進します。

学校施設のバリアフリー化については、バリアフリートイレが未

設置の明道小学校、箕蚊屋小学校についてトイレ改修工事に合わせ

てバリアフリートイレを設置し、学校施設のバリアフリー化を推進

します。

（３）学校ＩＣＴ環境の整備

情報機器を使用した学習の円滑な運用を図るため、更新時期を迎

えている児童生徒全員に配備しているタブレット端末のうち、中学

生分について更新を行います。

また、各学校における通信環境の調査を改めて実施し、問題のある

個所の特定を行うなど、高度な専門知識を有する外部事業者の支援

も受けながら、情報機器を使用した学習環境の安定した運用に努め

ます。

（４）学校図書館の充実

児童生徒の心豊かな感性と自ら学ぶ力を育む学校図書館づくりを

目指し、各学校の蔵書の一層の充実に努めます。

また、研修の実施等により学校司書の能力の向上を図るとともに、

学校司書と司書教諭をはじめとする教職員との連携を促進すること

により、各教科の学習における図書館の利活用を図り、全ての児童生

徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動につながるような環境整

備に努めます。



議案第７号

令和７年度教育振興の施策について

こども支援課

１ 基本方針

こども総本部と一体となり、子どもの成長過程全体を支えていくた

め、児童生徒が安心して健やかに成長していく上で必要な施策を推進

するとともに、その成長に寄り添う保護者への経済的な支援を実施し

ます。

２ 令和７年度主要事業

（１）通学路の安全確保

通学路の安全対策として、「米子市通学路交通安全プログラム」、

「登下校防犯プラン」に基づき、学校、道路管理者、警察、市の関

係各課など関係機関と連携し、児童生徒が安全安心に登下校でき

るように努めます。

（２）「むし歯予防コンプリート作戦事業」の推進

歯と口腔の健康づくりを推進するため、小学校及び鳥取県歯科

医師会と連携し、小学校児童を対象としてフッ化物洗口を実施し

ます。

（３）就学援助の適切な実施

経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者

を支援するため、就学に必要な費用の一部を助成する「就学援助」

を適切に実施します。



議案第８号

令和７年度学校教育の施策について

学校教育課

１ 基本方針

いじめ・不登校等の生徒指導上の課題や自尊感情の低下等の課題があ

る中で、地域との連携を図りながら、児童生徒の自主的・自発的な活動

や自他を尊重する態度等、「豊かな心と創造性をもった子どもの育成」に

努めます。

学習意欲の低下や基礎的・基本的な学力の定着に課題がある中で、こ

れからの知識基盤社会を担う子どもたち一人一人の「生きる力」を育む

ために、知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等、「確かな学

力を身につけた子どもの育成」に努めます。

体力・運動能力の低下・二極化傾向、外的要因による健康被害、多様

化・深刻化する自然災害等、体力向上や健康の保持増進、安全に係る喫

緊の課題がある中で、「健康でたくましく、命を大切にする子どもの育成」

に努めます。

２ 令和７年度主要事業

（１）いじめ・不登校の対応の充実に向けた取組の推進

ア スクールソーシャルワーカーの効率的・効果的な配置による運

用の充実

イ 「米子市教育支援センター～ぷらっとホーム～」と学校との連

携強化

ウ こども総本部との一体的な取組の推進

エ 「多様な学び推進事業（校内サポート教室）」の体制充実

（２）自他の人権を大切にする教育の推進

ア 「人権教育研究指定事業」の推進

イ 「校種別 道徳科における人権学習授業づくり研修会」「小中学



校人権教育研修講座」「米子市同推協全体研修会」「米子市同推

協交流学習会」の開催

（３）学力・授業力向上の取組の推進

ア 各種学力・学習状況調査の実施と活用

「全国学力・学習状況調査」「とっとり学力・学習状況調査」「よ

なご学力調査」

イ ＩＣＴ活用を含む各種授業力向上に係る研修の開催

ウ 外国語・英語教育の充実

「English Park for students」開催による小中学生のネイテ

ィブスピーカー（ＡＬＴ）との交流促進

エ 学校計画訪問・要請訪問等における指導の充実

（４）切れ目のない支援体制の整備・充実

ア 「米子市小学校オープンスクール」の実施

イ 幼児教育施設と連携した架け橋期の教育の充実

（５）健康教育と防災・安全教育の推進

ア 「むし歯予防コンプリート作戦事業」の推進

イ 様々なリスクと具体的場面を想定した防災・安全教育の推進

（６）地域とつながりのある教育の推進

ア 地域の資源や人材活用による「ふるさとキャリア教育」の充実

イ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（７）学校経営の充実に向けた取組の推進

ア 「働き方改革推進事業」の推進

イ 「米子市版人材育成総合プラン」に基づく人材育成事業の推進

ウ 「学校問題対応事例集」の効果的な活用

エ 一次支援と自立活動の質的向上による特別支援教育の充実



議案第９号

令和７年度生涯学習の施策について

生涯学習課

１ 基本方針

「地域づくり」のための学習講座を実施し、参加者のスキルアップ

と知識共有を通じて地域の活性化を図るとともに、地域人材を発掘・

育成し、地域の課題に取り組む力を高めます。

自己成長できる学びの場を提供することで、地域住民が心身ともに

充実した生活を送ることができるウェルビーイングな状態を目指し、

住民同士の社会的なつながりや自己実現を支援します。

２ 令和７年度主要事業

（１）「地域づくり」のための学びの支援

ア 学習機会の提供

地域課題の解決のために自ら考え、活動する人材を育成する

ため、市民講座を開催し、地域人材の育成を支援します。また、

住民同士のつながり作りや活発な地域活動を目指して学習講座

やワークショップなどを開催します。

イ 学習情報の収集、発信と相談機能の充実

学習情報の収集を行い、ホームページ、市報等の様々な媒体

により幅広く学習情報の提供を行うとともに、学習相談機能の

充実を図ります。

（２）図書館サービスの適切な提供

市民の読書活動や生涯学習活動を支える「知の拠点」として、市

民のニーズを踏まえ幅広く資料を収集し、効果的に情報発信すると

ともに、レファレンス機能や選書能力の向上、他の社会教育施設や



学校図書館などの関係機関との連携により、図書館サービスの適切

な提供に努めます。

（３）二十歳を祝う会の企画・開催

二十歳の青年を祝い、激励し、ふるさとへの愛着の醸成を図り、

地域に根差した社会の一員としての自覚を促すため、二十歳を祝

う会を開催します。開催に当たっては、会のねらいを踏まえ、実行

委員による企画・運営を図るとともに、地元企業や地域住民など

市民総出の官民一体となった会となるよう努めます。

（４）学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進

地域とともにある学校づくりを行う「学校運営協議会」での熟議

を通して、「学校を核とした地域づくり」を目指します。また、地

域と学校が連携・協働して行う「地域学校協働活動」の充実に向け

た支援にも努めていきます。

その上で、「学校運営協議会」と「地域学校協働活動」を一体的

に推進することにより、各学校の「目指す子ども像」の実現に向け、

地域全体で子どもたちの成長への取組みを支援します。

（５）社会教育行政の体制強化

部局を超えて関係課職員が社会教育行政への共通理解を持ち、

一丸となって「ひとづくり」「地域づくり」につながる社会教育施

策の実施に取り組みます。



議案第１０号

令和７年度学校給食の施策について

学校給食課

１ 基本方針

児童生徒が望ましい食習慣と食に関する実践力を身に付けることが

できるよう、学校給食において、準備から後片付けまでの実践活動を通

して、計画的・継続的な指導を行います。

そのため、教諭と栄養教諭等の連携を密にして食に関する指導の充実

を図るとともに、地域の自然や文化に理解を深め、食への感謝の気持ち

が育つよう、献立に郷土料理や地場産物を積極的に取り入れます。

また、第２期米子市食育推進計画により、学校、家庭、地域を巻き込

んだ学校給食、食育の取組の強化に努めます。

安全・安心な学校給食の提供については、「学校給食衛生管理基準」を

遵守した衛生管理を徹底します。

２ 令和７年度主要事業

（１）学校給食献立の充実

ア 栄養のバランスに配慮した献立の充実

イ 地場産物を活かした献立の充実

ウ 郷土料理や行事食、外国料理を取り入れた特色ある献立の充実

エ 食物アレルギー対応食の実施

（２）食に関する指導の充実

ア 年間計画に基づく計画的な給食時間の食に関する指導の実施

イ ＩＣＴを活用した食に関する指導の充実

ウ 望ましい食習慣を形成するための指導の充実及び保護者啓発

エ 食に対する感謝の気持ちを育む指導の充実



オ ＰＤＣＡサイクルに基づく学校と連携した食に関する指導の実

践

（３）衛生管理の徹底

ア 食中毒防止等のための衛生管理の徹底

イ 給食施設及び調理機器等の保守管理の徹底

（４）効率的な学校給食の運営

ア 民間委託をしている調理業務の検証

イ 児童生徒、教職員に対するアンケート調査の実施

（５）学校給食費の未納対策

ア 未納を未然に防ぐための保護者啓発

イ 学校及び学校給食会との連携の強化

ウ 児童手当を活用した納付勧奨の実施

（６）食育推進の取組の強化

ア 地元食材を活用した学校給食メニューの提供

イ アスリート等による食育講座の開催

ウ こめっこ献立（ふるさとの食べ物を使った料理）の募集

エ 生産者等との交流の促進

オ 給食試食会、食育講演会、夏休み料理教室の実施

カ 他課の施策と連携し学校給食を活用した食育の推進

（７）学校給食費に係る物価高騰対策

ア 学校給食費に係る保護者負担を軽減するための学校給食会への補

助



議案第１１号

令和７年度文化財保護の施策について

文化振興課

１ 基本方針

「歴史と文化に根差したまちづくり」に取り組む中で、本市の貴重な

歴史文化遺産を適切に保存活用し、多くの方々と共有できる場の整備を

通して、その価値や魅力について市内外に向けて発信するなど、文化財

の保存活用に関する施策を総合的に推進します。

このことにより、地域の様々な歴史や伝統文化などへの理解を深め、

これらを継承し、市民の郷土に対する誇りや愛着心を醸成します。

２ 令和７年度主要事業

（１）文化財の保存と活用

ア 令和５年度に策定した文化財保存活用地域計画を基に、歴史文

化遺産の保存と活用を図る取組を総合的に進めていきます。

イ 史跡、有形・無形文化財、民俗文化財、天然記念物及び埋蔵文

化財など様々な貴重な文化財の適切な保存、継承を図り、その活

用に努めます。米子城跡など指定文化財の整備に取り組むととも

に、地域に眠る未指定を含めた文化財を幅広く掌握し、現状把握

を行い、その継承に取り組みます。

ウ 山陰歴史館などの歴史関係施設で収蔵する歴史・民俗･考古資料

の保存・整理を進め、更なる活用を図るとともに、郷土の歴史や

文化財に親しみが持てるよう、展示などの文化財に触れる機会の

創出や収蔵品の魅力発信に努めます。

（２）歴史関係施設の適切な運営と維持管理

山陰歴史館、福市考古資料館、埋蔵文化財センター及び上淀白鳳

の丘展示館の歴史関係施設について、安全かつ快適に利用できるよ

う、適切な施設運営や維持管理に努めます。



議案第１２号

　　　令和７年度米子市一般会計予算について（教育委員会の所管に属する部分）

（単位：千円）

                年 度   令和７年度 令和６年度

 区分(項・目） 当初予算額 当初予算額

【10款　教育費】 4,814,921 3,615,351 1,199,570 33.2

 1 教育総務費 1,400,676 865,739 534,937 61.8

    1 教育委員会費 2,688 2,675 13 0.5

    2 事務局費 1,397,988 863,064 534,924 62.0

 2 小学校費 866,980 814,208 52,772 6.5

    1 学校管理費 624,267 655,966 △ 31,699 △ 4.8

    2 教育振興費 138,003 158,242 △ 20,239 △ 12.8

    3 学校建設費 104,710 0 104,710 ―

 3 中学校費 714,266 450,792 263,474 58.4

    1 学校管理費 569,429 283,490 285,939 100.9

    2 教育振興費 144,837 159,902 △ 15,065 △ 9.4

    3 学校建設費 0 7,400 △ 7,400 △ 100.0

 4 社会教育費 957,332 672,046 285,286 42.5

    1 社会教育総務費 136,569 119,526 17,043 14.3

    3 図書館費 158,319 153,651 4,668 3.0

    4 教育文化施設費 51,184 51,489 △ 305 △ 0.6

    7 美術館費 191,976 77,100 114,876 149.0

   10 文化財保護費 419,284 270,280 149,004 55.1

 5 保健体育費 875,667 812,566 63,101 7.8

    1 保健体育総務費 132,464 158,571 △ 26,107 △ 16.5

    2 体育振興費 31,976 1,424 30,552 2,145.5

    4 給食施設費 711,227 652,571 58,656 9.0

合　　　　計 4,814,921 3,615,351 1,199,570 33.2

　令和７年度米子市一般会計予算に係る議案（教育委員会の所管に属する部分）につい
て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の
規定に基づき、米子市教育委員会の意見を取りまとめる。

　　令和７年２月１９日
　　米子市教育委員会

差引増減額 増減率(%) 備 　考



主 な 事 業 の 概 要（令和７年度一般会計予算）

担当課 こども政策課

（単位：千円）

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 中学校組合負担金

（１項－２目）

110,873

(102,270)

箕蚊屋小学校区、伯仙小学校区及び日吉津村の

中学生が通学する箕蚊屋中学校の運営費に係る本

市負担金

（計算方法）

組合立箕蚊屋中学校の運営経費から、国庫

補助等の特定財源等を除いた一般財源部分に

ついて、地方交付税（個別算定分）相当額と、

その額を除いた残りの額を米子市と日吉津村

の生徒数で按分した額（米子市分）を米子市の

負担金とする。

（参考）

令和７年度中学校組合予算額 184,223千円

米子市負担分 110,873千円

日吉津村負担分 27,294千円

米子市生徒数 339人 日吉津村生徒数 98人

継続 医療的ケアのための看

護師配置事業

（１項－２目）

9,884

(8,765)

医療的ケアが必要な児童が安心・安全に学校生

活を送るための、看護師の配置に要する経費

学校数 小学校 3校

児童数 4名

看護師 4人役相当

継続 義務教育学校整備事業

（１項－２目）

633,891

(163,557)

美保地区における義務教育学校の新設に係る土

地の購入、造成工事等に要する経費

造成工事請負費 232,000千円

公有財産購入費（土地購入費） 360,923千円

補償金（物件移転補償費） 38,527千円

継続 全国高校総体推進事業

（５項－２目）

31,976

(1,424)

令和７年度に中国５県を中心に開催される全国

高等学校総合体育大会において、米子市で開催さ

れる２競技（弓道競技、ウエイトリフティング競

技）の開催準備及び大会運営を行うために要する

経費

令和７年度全国高等学校総合体育大会米子市

実行委員会への負担金 31,969千円



担当課 こども施設課

（単位：千円）

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 学校 ICT環境向上推進事

業

（１項－２目）

13,009

(2,656)

学校内のパソコンや周辺機器及びネットワーク

の管理運営のための経費

継続 学校運営標準経費

（２項－１目）

（２項－２目）

（３項－１目）

（３項－２目）

259,878

(252,134)

学校の運営に必要な消耗品、管理用備品、教材備

品、図書、教科用消耗品等の購入に要する経費

小学校 167,661千円

中学校 92,217千円

継続 学校管理費

（２項－１目）

（３項－１目）

296,619

(311,810)

学校の運営維持に必要な燃料、光熱水費、土地借

料等に要する経費

小学校 200,999千円

中学校 95,620千円

継続 学校施設維持管理事業

（２項－１目）

（３項－１目）

113,764

(122,442)

学校施設の維持管理に必要な保守点検業務及び

緊急対応の修繕・工事等に要する経費

小学校 85,203千円

（うち修繕料及び工事請負費 53,300千円）

中学校 28,561千円

（うち修繕料及び工事請負費 11,400千円）

継続 学校図書館運営事業

（２項－１目）

（３項－１目）

115,639

(94,011)

学校の図書館運営に要する経費

小学校 80,777千円

中学校 34,862千円

継続 学校体育施設開放事業

（２項－１目）

（３項－１目）

6,891

(7,134)

地域住民に学校の体育施設を開放することに伴

う経費

小学校 4,541千円

中学校 2,350千円

新規 泳力向上のためのティ

ーム・ティーチングモデ

ル事業

（２項－１目）

7,970

(－)

市内の室内温水プール施設を活用して小学校の

水泳の授業を行うモデル事業に要する経費

新規 中学校学習タブレット

端末更新事業

（３校－１目）

260,220

(－)

中学生が使用している学習タブレット端末を更

新するための経費



担当課 こども支援課

（単位：千円）

担当課 学校教育課

（単位：千円）

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 にこにこサポート支援事

業

（１項－２目）

69,133

(61,141)

個別の支援が必要な児童生徒に対して学習上や

生活上のサポートを行う学校支援員の配置に要す

る経費

小学校 週 25時間勤務 23名

中学校 週 13時間勤務 10名

人件費 69,133千円

継続 むし歯予防コンプリート

作戦事業

（１項－２目）

14,820

(6,201)

小学校全児童を対象に、歯と口腔の健康づくりの

さらなる推進を目的として実施するフッ化物洗口

事業に要する経費

令和７年度から全校実施

人件費 6,335千円

薬剤等の購入 3,976千円

事務費 4,509千円

継続 要・準要保護児童生徒就

学援助事業

（２項－２目）

（３項－２目）

（５項－１目）

172,474

(215,177)

経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保

護者に対して、就学に係る経費の一部を援助するた

めの経費

就学援助事業（小学校） 39,241千円

就学援助事業（中学校） 49,359千円

医療扶助費 120千円

給食扶助費 83,754千円

継続 中学校大会派遣事業

（３項－２目）

13,000

(11,000)

部活動の大会派遣の保護者負担を軽減し、体育及

び文化活動の振興を図るための経費

総体西部地区大会・県大会・中国大会・全国大会

への参加に係る交通費等の補助 13,000千円

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

拡大 スクールソーシャルワー

カー活用事業

（１項－２目）

54,552

(42,544)

教育と社会福祉について専門的知識や技能を有

するスクールソーシャルワーカーを教育委員会事

務局に配置し、困難を抱えた児童生徒に対し当該児

童生徒が置かれた環境への働きかけや関係機関と

のネットワークの活用などの多様な支援方法を用

いて、課題解決への対応を図る経費

10名を 12名に増員



継続 ふるさと米子の先人に学

ぶ郷土資料集活用事業

（１項－２目）

697

(697)

児童生徒に郷土愛を育むことを目的に作成され

た郷土資料を増刷し配布するための経費

上巻 新小学 1年生分 1,175冊

下巻 新小学 5年生分 1,175冊

継続 英語指導助手配置事業

（１項－２目）

37,422

(37,422)

小中学校に外国語指導助手（ALT）を配置する
経費

外国語指導助手 7名
継続 日本語教育推進員等設置

事業

（１項－２目）

5,288

(5,092)

外国にルーツを持つなどの理由により、日本語に

よる学習や生活が困難な児童・生徒やその家庭に対

し、学習支援及び生活支援を行う推進員の配置に必

要な経費

日本語教育推進員 1名

外国語支援員 5名

継続 人権教育研究指定校事業

（１項－２目）

300

(300)

指定校における人権意識を培うための学校教育

のあり方に関する実践研究に係る経費

R7年度 指定校 弓ヶ浜中学校

継続 学力調査実施事業

（１項－２目）

1,872

(1,872)

指導研究及び授業改善を図り、学力の定着を図る

ため、小学 2・3年生を対象（県実施の小 4～6年生

の学力テストを補足）にした学力調査を実施。

継続 いい学び推進事業

（１項－２目）

330

(528)

不登校児童生徒への教育機会の確保及び自立学

習支援に要する経費

不登校児童生徒向けｅラーニング教材使用料

100名

継続 ＩＣＴ教材活用推進事業

（１項－２目）

22,538

(21,774)

小中学校児童生徒を対象とし、児童生徒の一人一

台端末に、e ラーニング教材を導入することで、児

童生徒一人一人に個別最適化された学びを実現し、

児童生徒の学力向上を図る。

小学生 年額 1,910円×7,800人

中学生 年額 1,910円×4,000人

継続 多様な学び推進事業

（１項－２目）

26,914

(24,814)

不登校対策として小中学校に個別最適な学び支

援員を 1名配置し、不登校児童生徒に対して家庭訪

問や校内サポート教室において学習支援をする。あ

わせて、校内サポート教室の環境整備をする。

個別最適な学び支援員 8名

継続 教育支援センター「ぷら

っとホーム」運営事業

（１項－２目）

24,151

(22,289)

不登校児童生徒の学習支援・自立支援を行うため

教育支援センター「ぷらっとホーム」を運営する。

「ぷらっとホーム」勤務職員 6名

継続 特別支援教育補助事業

（１項－２目）

3,412

(3,072)

市内小学校（通級学級設置校）に通級指導用教育

ソフトを導入し、特別支援学級の担任、通級指導教

室担当者、発達に課題のある児童が在籍する通常の

学級担任の業務に係るツールを活用することで、子

どもたちの個別最適な学びを実現する。

導入校 10校



担当課 生涯学習課

（単位：千円）

継続 小学校教師用教科書・

指導書整備事業

（２項－１目）

5,800

(75,000)

令和 7 年度に新たに必要となる教科書(6 年生英

語)の教師用教科書・指導書の購入経費

継続 小学校少人数学級実施事

業

（２項－２目）

36,000

(44,000)

小学校 3～6 年生 30 人学級実施に伴う加配教員

に係る経費

2,000千円×18人

継続 中学校教師用教科書・

指導書整備事業

（３項－１目）

28,000

(197)

令和 6年度に採択された教科書(全教科)の教師用

教科書・指導書の購入経費

継続 中学校少人数学級実施事

業

（３項－２目）

22,000

(32,000)

中学校 2、3年生の 35人学級実施に伴う加配教員

に係る経費

2,000千円×11人

新規 部活動改革推進事業

（３項－２目）

19,097

(－)

部活動指導員や部活動外部指導者を配置する経

費中学校部活動指導において、地域の指導者を配置

し、子どもたちへの専門的な指導や教員の多忙化解

消につなげる。

部活動指導員 30 人配置（年間 230 時間から年

間 240時間に増加）

部活動外部指導者 10名から 12名に増員（1名

当たり謝金上限 10万円）

部活動地域移行統括コーディネーターの配置

継続 デジタル採点システム導

入事業

（３項－２目）

1,320

(1,320)

市内中学校で実施するテストについて、「デジタ

ル採点システム」により採点を行うとともに、AI

分析による個別最適な学びの実現、教職員の業務削

減を行う。

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 地域とつながる学校支援

ボランティア事業

（１項－２目）

3,905

(3,300)

各学校の実情に応じて、地域住民ボランティアが

学校で活動するために要する経費

報償費 660千円

旅費 1,320千円

需用費 1,360千円

役務費 565千円



継続 コミュニティ・スクール

推進事業

（１項－２目）

35,863

(27,269)

学校運営協議会及び地域学校協働活動の推進に

係る経費

・統括コーディネーター、地域学校協働活動推進員

配置に関する経費

・地域学校協働活動に関する経費

・研修等に関する経費

学校運営協議会委員報酬 1,632千円

地域学校協働活動推進員報酬等 29,915千円

報償費（講師謝金） 60千円

旅費等 1,340千円

地域学校協働活動（消耗品等） 1,861千円

使用料及び賃借料等 1,055千円

継続 社会教育委員関係

（４項－１目）

297

(202)

社会教育の振興を図るための社会教育委員の会

の設置

審議会委員報酬 216千円

需用費 27千円

使用料及び賃借料 13千円

協議会負担金 11千円

継続 社会教育活動総合事業

（４項－１目）

529

(537)

幅広い市民向けの生涯学習講座（市民講座）の開

催に要する経費

講師謝金等 204千円

旅費等 52千円

需用費（消耗品費） 40千円

手数料 108千円

会場借料 125千円

継続 二十歳を祝う会

（４項－１目）

883

(850)

二十歳を祝う会の開催に要する経費（会場：米子

コンベンションセンター）

アトラクション出演者等報償金 101千円

需用費（消耗品費） 197千円

郵便料、手数料等 168千円

看板設置等委託料 223千円

会場借料 194千円

継続 図書館管理運営費

（４項－３目）

127,486

(122,806)

生涯学習の場である市立図書館の管理運営経費

事務職員報酬等 3,448千円

図書館施設管理等 19,008千円

図書館運営の一部委託料 93,502千円

図書情報システム等賃借料等 11,094千円

備品購入費 379千円

協会負担金 55千円

継続 図書資料費

（４項－３目）

30,833

(30,845)

市立図書館の図書及び雑誌購入等に要する経費

消耗品費（雑誌等） 4,423千円

情報入力委託料 510千円

図書購入費（図書） 25,900千円



担当課 学校給食課

（単位：千円）

担当課 文化振興課

（単位：千円）

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 学校給食運営事業

（５項－４目）

558,034

(498,365)

学校給食の調理、各学校への配送回収、共同調理

場の維持管理経費等

学校給食配膳員等報酬 30,173千円

運営に係る光熱水費等 118,719千円

調理業務等の委託料 371,283千円

厨房機器等の備品購入費 34,000千円

役務費ほか 3,859千円

継続 学校給食会

（５項－４目）

22,889

(21,640)

学校給食用物資の調達等を効率的に行うため、

（一財）米子市学校給食会に補助金を交付

補助金 22,889千円

継続 「食でつなぐ人とまち」

いきいきこめっこ食育推

進事業

（５項－４目）

19,035

(13,919)

学校、家庭及び地域を巻き込んだ学校給食、食育

推進の取組を強化するための事業に要する経費

地元食材を活用したメニューの提供

19,000千円

アスリート等による食育講座の開催 10千円

夏休み料理教室の開催 20千円

こめっこ献立応募作品への市長賞・教育長賞

5千円

継続 学校給食費物価高騰対策

支援事業

（５項－４目）

64,000

(60,000)

物価高騰下において、保護者負担の軽減を図るた

め、学校給食費と保護者負担額の差額を（一財）米

子市学校給食会に補助するもの

補助金 64,000千円

区分 事 業 名
予算額

（前年度）
説 明

継続 歴史館管理運営事業

（４項－４目）

33,222

(33,654)

山陰歴史館の管理運営に係る経費

指定管理料 32,782千円

継続 上淀白鳳の丘展示館管理

運営事業

（４項－４目）

17,962

(17,835)

上淀白鳳の丘展示館管理運営に係る経費

指定管理料 17,427千円

継続 市内遺跡発掘調査事業

（４項－１０目）

3,900

(3,060)

開発事業等に伴う埋蔵文化財の有無、遺跡の範囲

等を確認するために実施する試掘調査等

作業員報償金 3,252千円



継続 無形民俗文化財保存事業

（４項－１０目）

373

(386)

市内に伝承されている無形民俗文化財の保護・活

用を図るため行事や道具類の一部経費を補助

米子盆踊大会開催補助金 110千円

トンド行事関係補助金 223千円

継続 文化財等管理事業

（４項－１０目）

14,562

(15,605)

市内に所在する国・県・市指定史跡等文化財の適

切な保存管理を行うための事業

除草雑木伐採等作業員報償金 3,340千円

石垣除草、雑木伐採等委託料 2,564千円

発掘調査等委託料 5,500千円

継続 米子城跡保存整備事業

（４項－１０目）

331,945

(160,877)

米子城跡の保存整備を行う事業

三の丸広場工事 269,624千円

支障木伐採委託 50,533千円

石垣カルテ作成委託 10,929千円

継続 埋蔵文化財センター管理

運営費

（４項－１０目）

20,583

(20,837)

埋蔵文化財センター・福市考古資料館の管理・運

営に係る経費

指定管理料 18,264千円

継続 埋蔵文化財保存活用事業

（４項－１０目）

5,400

(3,100)

発掘調査記録のデジタル化や出土品の再整理、保

存処理を行うとともに、古代体験の出前講座、資料

貸出、史跡めぐり、パンフ作成等を行う。

整理作業員報償金 2,574千円

遺跡紹介パンフレット印刷製本費 440千円

継続 米子城・魅せる！プロジェ

クト事業

（４項－１０目）

18,191

(18,296)

史跡米子城跡の価値や魅力を内外に発信し、米

子城理解促進のソフト事業及び各種印刷物作成等

ガイドマップ等 2,100千円

ライトアップ（３回実施） 4,700千円

石垣除草業務委託料 6,867千円

継続 淀江傘伝承活性化事業

（４項－１０目）

149

(1,250)

淀江傘製造技術を保存・伝承していくために淀江

傘に関する広報の実施

淀江傘パンフレット印刷製本費 149千円

継続 史跡福市遺跡保存整備事

業

（４項－１０目）

15,035

(29,581)

史跡福市遺跡の整備を行う事業

法面保護工事 15,035千円

継続 尾高城跡保存整備事業

（４項－１０目）

8,633

(16,838)

尾高城跡の保存整備を行う事業

除草委託料 2,235千円

排水路補修工事 5,500千円

継続 美術館管理運営費

（４項－７目）

66,466

(70,190)

米子市美術館の管理運営や鑑賞機会の推進を図

るための経費

指定管理料 64,714千円

さくらももこ展事業負担金 1,100千円

（市立中学校生徒鑑賞無料招待）



継続 美術館整備事業

（４項－７目）

125,510

(6,910)

米子市美術館の老朽箇所を改修し、施設の長寿命

化を図る事業

ＵＶカットコーティング修繕 1,210千円

空調設備改修工事監理委託料 4,500千円

空調設備改修工事 119,800千円



議案第１４号

米子市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制

定について

米子市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第１５条第１項の規定に基づき、次のとおり制定する。

令和７年２月１９日

米子市教育委員会



-
1

米子市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

米子市教育委員会事務局組織規則（平成１７年米子市教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、令和７年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（課並びに室及び担当の設置）

第２条 事務局に、次のとおり課並びに課に属する室及び担当を

置く。

（課並びに室及び担当の設置）

第２条 事務局に、次のとおり課並びに課に属する室及び担当を

置く。

備考 表中の［ ］の記載は、注記である。

［省略］

学校教育課 指導・学務担当 人権教育担当

［省略］

［省略］

学校教育課 学務担当 指導担当 人権教育担当

［省略］



議案第１４号参考資料

米子市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の

制定について

（改正理由）

令和７年４月１日付け組織機構の改正により、学校教育課に属する

学務担当及び指導担当を統合することに伴い、所要の整備を行おうと

するものです。

（改正内容）

１ 学校教育課に属する「学務担当」及び「指導担当」を統合し、同

課に、「指導・学務担当」を置くこととする。（第２条関係）

２ この規則は、令和７年４月１日から施行することとする。


